
コロナ禍において原油価格の急激な高騰の影響を受けている
トラック運送事業者の負担の軽減を目的として支援金を給付します。

秋田県内に本社 (個人事業主は住所 )をおき、貨物自動車運送事
業を営む法人・個人事業主

価格転嫁を進めるまでの緊急支援として、事業用車両 (トラック ) 
1 台当たり、燃料費の掛かり増し (モデルケースにより算出 ) 3 か月分
の 3分の 1相当として下表の金額をその申請区分に応じて支給
します。

(注 )

令和４年　 月　 日（金）～令和４年　   月　   日（金）7 1 10 28
締切日 午後５時必着

秋田県トラック運送燃料高騰支援事業事務局
(公益社団法人 秋田県トラック協会内 )

受付時間

018-864-6611
9:00～17:00（土・日・祝日を除く） ウェブ http://ata.or.jp/shien/

秋田市寺内蛭根１丁目１５番２０号郵送先
〒011-0904

秋田 １２３

あ12-12
秋田 ６７８

り12-12
令和４年 7月１日現在所有し、貨物運送に従事する、本県において許可又は届け出された「緑ナン
バー」「黒ナンバー」の車両（三輪の軽自動車、二輪の自動車及びトレーラーを除く。）に限る。

( 注 )

B

軽貨物車

（小　型） （中　型） （大　型）

車両の種類と車両総重量による区分

1,600㎞以上
～5,000㎞未満
5,000㎞以上
～9,000㎞未満

9,000㎞以上

走
行
距
離（
月
間
）

5,000kg 未満 5,000kg 以上
～8,000kg 未満

8,000kg 以上

申請
区分

1

2

3

A C D

一般貨物車（車両総重量による区分）

9,000円 / 台
15,000円 / 台
24,000円 / 台 36,000円 / 台

9,000円 / 台
18,000円 / 台
30,000円 / 台

12,000円 / 台
21,000円 / 台

72,000円 / 台
42,000円 / 台
21,000円 / 台

申請様式のダウンロードはこちらから→

月間 1,600 ㎞以上
走行の車両が対象

問合せ・申請先



普通預金

銀行
支店

*


